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課題・懸念事項
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１．第３期取組方針見直しの考え方

「『水防災意識社会再構築ビジョン』に
基づく利根川上流域の減災に係る
取組方針」（令和3年5月改定）より

政策動向や災害教訓等に関する資料等の調査

• 総力戦で挑む防災・減災プロジェクト
• 気象業務法及び水防法、災対法等の法改正
• 防災庁設置準備アドバイザー会議報告書
• 能登半島地震や豪雨等の検討会提言 等

第２期における取組み成果の評価

• 進捗状況（R6調査時点）
• 水防災意識調査（R7.7実施）結果
• 取組の主な内容・性質の整理

目標の見直し

取組項目の見直し

取組方針

【見直しの方針（１）】
目標に関連するキーワードとして以下を追加/考慮
⚫ 多様な機関との連携推進
⚫ 複合災害への対応
⚫ 災害関連死ゼロに向けた被災者支援の充実

【見直しの方針（２）】
取組の主な内容及び性質を整理
主体の整理及び主体ごとの取組内容精査

減災対策協議会第2期5か年の課題

・進捗率が依然として8割未満にとどまる
取組項目が存在

近年の災害情勢における懸念事項

・能登半島地震により、災害関連死及び複合災害への
対応の重要性が顕在化

内容明確化、達成後は取組の対象外化等による進捗促進が必要

最新の政策動向や災害教訓の反映が必要



（参考）多様な機関との連携推進について

出典：国土交通省「【令和７年度】総力戦で挑む 防災・減災プロジェクト」（令和７年６月）より抜粋

○ 省庁・自治体、民間・個人、学識者・専門家など、多様な主体との連携の推進により、
災害対応の円滑化・多角化・高度化が図られている

3



○ 平時・災害時の効果的な情報共有等のため、マスメディア、ローカルメディアなど報道
関係機関との連携強化が求められている
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出典：能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会
「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策のあり方について 提言」 （令和７年６月）参考資料

（参考）多様な機関との連携推進について



出典： ：能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策のあり方について 提言」 （令和７年６月）
別紙２：複合災害の発生に備えるための先発の自然災害発生後の応急対応の強化（概要）

○ 先発の災害が発生した場合の状況把握、安全度評価や応急対応等により、複合災害による
被害の防止・軽減が図られている

5

（参考）複合災害への対応について



（参考）被災者支援の充実について

出典：災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要（令和７年法律第５１号）

○ 被災者に対する福祉的支援など、災害関連死の防止に向けて、被災地のニーズを踏まえ
た被災者支援の充実が必要である

（中略）

出典：防災庁設置準備アドバイザー会議報告書（令和７年６月４日）より抜粋
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（中略）



（参考）取組の主な内容・性質の整理

○ 57項目の「主な内容」に取り組むべき主体を追加し、各主体に適した取組みの内容を整
理したうえで、一部項目について対象を変更した。

○ 57項目について新たに「取組の性質」を整理し、達成した機関は取組対象外とすること
とした。（資料2-4）

※達成状況は進捗率（＝（実施済＋実施中）／（実施済＋実施中＋未実施（無回答含む）＋予定なし）×100）
を考慮

【取組の性質】

• A：一度達成すれば継続は不要
⇒ 達成した機関は第３期取組対象外

• B：達成しても継続的に取り組むべきもの（災害時に行うものを含む）
⇒ 第３期も取組継続

• C：取組対象が多数あり達成度が測りにくいもの
⇒ 第３期も取組継続

例）No.具体的取組 主な内容 取組の性質
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河川防災ス
テーションや
水防拠点の整
備

【国等】【市区町】
・河川防災ステーションや、緊急避難場所としても活用できる水防拠点の整備

A

【都県・国等】
・市区町の河川防災ステーションの整備・活用に関する助言
【市区町】
・協議会等の場を活用し、整備した河川防災ステーションに関する情報発信等を実施
するとともに、関係機関と情報を共有し円滑な水防活動等、活用方策を検討

B

資料2-4

参照

赤字：第3期変更内容 7



２．減災のための目標及び三本柱の変更点

◆ 5年間で達成すべき目標

利根川上流河川事務所管内の大規模水害に対し、多機関連携により、
「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目指す

※大規模水害 想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害

※逃げ遅れ 立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態

※社会経済被害の最小化 大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に再開できる状態

◆ 上記目標達成に向けた3本柱の取組
利根川における減災のための目標達成に向け、河川管理者が実施する「洪水氾濫を未然に防ぐ対

策」、「危機管理型ハード対策」に加え、以下の取組を実施。

① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

② 洪水氾濫における被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の
取組

③ 災害関連死ゼロも含めた一刻も早い生活再建及び社会経済活動の
回復を可能とするための排水活動や被災者支援等の取組

資料2-2

参照
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ハード対策
(国・自治体・鉄道事業者)

ハード対策
（河川管理者(国)）

Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備※

Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

Ｆ）企業防災等に関する事項

Ｇ）広域避難に関する周知及び多機関連携の実施

Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

Ｉ）住民の行動変容を促すための防災教育や防災知識の普及

①逃げ遅れゼロに向けた
迅速かつ的確な避難行
動のための取組

②洪水氾濫における被害
の軽減、避難時間の確
保のための水防活動の
取組

③災害関連死ゼロも含めた
一刻も早い生活再建
及び社会経済活動の
回復を可能とするた
めの排水活動や被災
者支援等の取組

①情報伝達、避
難計画等に関
する事項

②水防に関する
事項

③氾濫水の排水、
施設運用等に
関する事項

④河川管理施設
の整備に関す
る事項

逃げ遅れ
ゼロ

社会経済
被害の
最小化

協議会で
達成すべき
目標

目標達成に向けた
3本柱の取組

取組に向けた
課題項目

Ａ）洪水を河川内で安全に流す対策

Ｂ）危機管理型ハード対策

Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備※

Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備※

Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

Ｌ）二次被害防止のための迅速かつ効率的な応急対策の実効性確保に関する取組み

Ｍ）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

Ｎ）BCP（業務継続計画）に関する事項

Ｏ）生活再建及び社会経済活動の回復のための取組み

Ｐ）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

Ｑ）適切な土地利用の促進

取組事項

赤文字：第３期変更内容 橙文字：ハード対策 緑文字：ソフト対策 ※：複数の課題項目に関連する取組事項
9

３．第３期の目標と課題の対応

多機関連携
により



取組事項

課題 ①情報伝達、避難計画等に関する事項

• 堤防が高く氾濫による家屋倒壊リスクが高いこと、大量の氾濫水が滞留し浸水深が大
きくなる地域が存在することから、確実な立ち退き避難や緊急的な一時避難地の確保
が必要である。

• 住民の行動変容を促すため、住民等に対する日頃からのリスク情報の周知と、広域避
難、立ち退き避難も踏まえた的確な情報伝達の仕組みを構築することが必要である。

• 浸水区域が広大で人口が多いことから、自治体の行政区域を越えた広域的な避難を円
滑に進めるための計画や多機関による連携体制が必要である。

〈 目標 〉 逃げ遅れゼロ
～逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組～

Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備※

Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

Ｆ）企業防災等に関する事項
Ｇ）広域避難に関する周知及び多機関連携の実施

Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

Ｉ）住民の行動変容を促すための防災教育や防災知識の普及
10

４．第３期の目標達成に向けた課題

赤文字：第３期変更内容
橙文字：ハード対策
緑文字：ソフト対策
※：複数の課題項目に関連する取組事項



課題 ②水防に関する事項

• 水防計画において、巡視区間は設定されているが、実際の区間が広範囲過ぎたり、
人手が内水対応に奪われてしまうなど、巡視できなくなる場合がある。

• 水防活動に関する専門的知識を習得する機会が少なくなり、効果的な訓練や継承方
法の確立が必要である。

• 自治体単位では水防資機材の備蓄等が不十分であり、国、都県、市区町での保有状
況の情報共有や非常時における相互支援の仕組みを構築していく必要がある。

〈 目標 〉 逃げ遅れゼロ
～洪水氾濫における被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組～

取組事項

Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備※

Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化
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４．第３期の目標達成に向けた課題

赤文字：第３期変更内容
橙文字：ハード対策
緑文字：ソフト対策
※：複数の課題項目に関連する取組事項



課題 ③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

• 広域的な拡散型の浸水、閉鎖域での貯留型の浸水という地域の浸水特性を踏まえた排
水方法、施設・資機材の操作・運用方法をとる必要がある。

• 浸水域が広いため、関係する機関、自治体が共同で緊急排水計画(案)を作成するとと
もに、同計画(案)に基づく排水訓練を実施し、効果の向上を図っていく必要がある。

• 複合災害への対応として、応急対策の実効性確保に向けた体制の整備が必要である。

〈 目標 〉 社会経済被害の最小化
～一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組～

取組事項
Ｃ）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備※

Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

Ｌ）二次被害防止のための迅速かつ効率的な応急対策の実効性確保に関する取組み

Ｍ）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施
Ｎ）BCP（業務継続計画）に関する事項

Ｏ）生活再建及び社会経済活動の回復のための取組み

Ｐ）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援
Ｑ）適切な土地利用の促進
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４．第３期の目標達成に向けた課題

赤文字：第３期変更内容
橙文字：ハード対策
緑文字：ソフト対策
※：複数の課題項目に関連する取組事項



課題 ④河川管理施設の整備に関する事項

• 堤防高や堤防断面の不足、河道の河積不足による流下能力向上が必要な箇所や、浸
透対策が必要な箇所では、水害の発生に対してリスクが高い。

• 氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備
に至らない区間などについて、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構
造を工夫する必要がある。

〈 目標 〉 社会経済被害の最小化
～洪水を河川内で安全に流す取組～

取組事項

Ａ）洪水を河川内で安全に流す対策
Ｂ）危機管理型ハード対策
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４．第３期の目標達成に向けた課題

赤文字：第３期変更内容
橙文字：ハード対策
緑文字：ソフト対策
※：複数の課題項目に関連する取組事項



５．第３期の取組項目

主な取組方針ハード対策

A）洪水を河川内で安全に流す対策

⇒1.洪水を河川内で安全に流す対策

B）危機管理型ハード対策

⇒2.危機管理型ハード対策

C）避難行動、水防活動、排水活動に資す
る基盤等の整備 

⇒3.雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把

握・伝達するための基盤整備 

⇒4.簡易水位計や量水標、ＣＣＴＶカメラの設置

⇒5.河川防災ステーションや水防拠点の整備

⇒6.水防活動を支援するための水防資機材等の配備 

⇒7.庁舎、災害拠点病院や自家発電装置等の耐水化

⇒8.対策本部、警戒本部等設置時の情報収集伝達設備

⇒9.排水機場の耐水化等、水門等操作の水圧対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

主な取組方針ソフト対策

⇒10.河川氾濫時の浸水深や避難所等の周知（※）
⇒11.越水開始予測情報の提供
⇒12.自治体や住民の視点に立った浸水シミュレーション情報の提供 
⇒13.立ち退き避難が必要な浸水危険区域情報の提供

Ｄ）住民等の避難行動につながるわかりやすいリスク情報の周知

⇒14.洪水時における河川管理者からの情報提供等（ホットラインの構築）
⇒15.住民等への情報伝達方法の改善（※）
⇒16.市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
⇒17.リアルタイム情報の提供やプッシュ型洪水予報の情報発信
⇒18.避難指示等の発令基準の改善 
⇒19.避難場所・避難経路の再確認と改善 
⇒20.避難誘導体制の充実
⇒21.要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進

Ｅ）避難計画、情報伝達方法等の改善

⇒22.不特定多数の利用する地下施設の避難計画の作成及び訓練の促進
⇒23.大規模工場の避難計画の作成及び訓練の促進

Ｆ）企業防災等に関する事項

Ｇ）広域避難に関する周知及び多機関連携の実施

⇒24.想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表
⇒25.氾濫特性を考慮した被害シナリオと緊急避難及び広域避難計画の策定
⇒26.広域避難のための避難場所の確保
⇒27.広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知

（追）：第3期に追加する取組 （※）：第3期に内容を一部変更する取組 赤字：新規または表現の変更

第3期では、取組の進捗状況を踏まえて57項目の見直しを行い、1項
目を削除・統合するとともに、「減災のための目標」の修正にあわ
せて新たに4項目を追加する。

資料2-4

参照
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５．第３期の取組項目

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

主な取組方針ソフト対策

③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を
可能とするための取組

⇒28.避難指示の発令に着目したタイムラインの作成
⇒29.タイムラインに基づく実践的な訓練の実施
⇒30.気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善

Ｈ）避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

⇒31.水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置
⇒32.地域防災力の向上のための人材育成
⇒33.共助の仕組みの強化
⇒34.メディアとの連携強化による住民の行動変容の促進（追）
⇒35.水防災に関する説明会や避難訓練の開催
⇒36.教員を対象とした講習会の実施
⇒37.小中学生を対象とした防災教育の実施
⇒38.水災害の被害や教訓の伝承、防災知識の住民への周知

Ｉ）住民の行動変容を促すための防災教育や防災知識の普及

Ｊ）より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

O）生活再建及び社会経済活動の回復のための取組み

⇒57.生活再建及び社会経済活動の回復のための民間力の活用
⇒58.災害関連死を防ぐための取組み（追）

Ｋ）氾濫水の早期排水のための効果的な施設運用

⇒50.氾濫特性を踏まえた的確な排水機場の運用、水門の操作、
排水ポンプ車の配置

M）緊急排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施

⇒53.関係機関、自治体が共同して緊急排水計画(案)を作成
⇒54.関係機関、自治体が連携した排水訓練の実施

N）BCP（業務継続計画）に関する事項

⇒55.水害時に行政機能を維持するBCPの策定
⇒56.水害に対応した企業BCP策定への支援

P）水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

⇒59.水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

Q）適切な土地利用の促進

⇒60.適切な土地利用の促進（※）

⇒39.河川水位等に係る情報提供
⇒40.河川の巡視区間、水防活動の実施体制の見直し
⇒41.水防資機材の情報共有や相互支援の仕組みの構築 
⇒42.効率的、効果的な水防活動のため、洪水に対しリスクが高い区間情報の提供
⇒43.水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検の実施
⇒44.水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施
⇒45.水防団同士の連絡体制の確保等による水防体制の強化
⇒46.関係機関及び住民が連携した実働水防訓練の実施
⇒47.水防活動の担い手となる水防団員の募集や水防協力団体の指定の促進
⇒48.地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築
⇒49.庁舎、災害拠点病院等の水害時における対応強化

Ｌ）二次被害防止のための迅速かつ効率的な応急
対策の実効性確保に関する取組

⇒51.先発の自然災害による被災エリア全体のリスク把握（追）
⇒52.TEC-FORCEの派遣要請を想定した受援計画の策定（追）

（追）：第3期に追加する取組 （※）：第3期に内容を一部変更する取組 赤字：新規または表現の変更
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６．第３期取組項目の新規追加・主な変更内容

◼ 新規追加

◼ 主な内容の追加

◼ 変更

No.34 ※多様な機関との連携
No.51 先発の自然災害による被災エリア全体のリスク把握 ※複合災害への対応
No.52 TEC-FORCEの派遣要請を想定した受援計画の策定 ※複合災害への対応
No.58 災害関連死を防ぐための取組み ※被災者支援の充実

No.15 住民等への情報伝達方法の改善 ※多様な機関との連携
【都県・国】【市区町】
・一斉送信システムの導入等によるマスメディア（テレビ、ラジオ等）を活用した情報提供のため
  の体制の整備

No.60 適切な土地利用の促進 ※その他
【都県】【市区町】

  ・立地適正化計画における防災指針等の、災害リスクを考慮した土地利用を促進する防災まち
づくりに関する計画の策定

旧No.5 防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布 ⇒ No.15と統合
※住民等への情報伝達に関する手段や機器、体制の整備に関する取組みとしてまとめるため

旧No.11 まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充 ⇒ 主な内容と具体的取組を整理
※災害リスクの周知に係る一つの手段として「まるごとまちごとハザードマップ」を位置づけるため
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